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条例・基本計画の動き 審議会の動き

平
成
17
年
度

18
年
度

第１回審議会（6/12）
第２回審議会（7/13）
第３回審議会（10/24）
第４回審議会（1/15）

19
年
度

第５回審議会（6/12）

20
年
度

審議会委員改選
第６回審議会（7/30）

21
年
度

第７回審議会（12/18）

22
年
度

審議会委員改選
第８回審議会（10/19）

23
年
度

第９回審議会（10/19）

24
年
度

25
年
度

にいがた食の安全・安心審議会のこれまでの経過

 平成17年10月
 にいがた食の安全･安心条例 制定

 平成19年3月
 にいがた食の安全･安心基本計画策定
 （計画年度：平成19～24年度）

 平成20～21年度
 条例及び基本計画の見直し

 平成22年1月
 基本計画を一部改訂

 平成24年度末までに
 25年度からの基本計画を策定

 第10回審議会（未定）
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視点1　安全で安心な食品の提供　～見える安全～

施策１　安全で安心な農作物等の提供の推進

①

品種改良や生物的・物理
的・耕種的防除法を活用
した安全・安心な農作物
等生産技術の普及

・にいがたクリーンランド
戦略事業
・植物防疫総合推進事
業
・植物防疫事業

　耕種的防除や発生予察に基づ
いた必要最小限の防除等、総合
的病害虫防除を推進した。

・啓発資料作成・
配付：
　6,150部
・予察情報の発
行： 43回

農産園
芸課

② 環境保全型農業の推進
・にいがたクリーンランド
戦略事業

・農薬や化学肥料を低減した特別
栽培農産物等の取組・生産等を
拡大した。
・エコファーマーの認定を促進し
た。

・特別栽培農産物
等面積：
　65,848ha
・エコファーマー
認定者数：
　15,115人

農産園
芸課

A1
A2

③
ＧＡＰ手法の啓発・普及と
導入支援

にいがたクリーンランド
戦略事業

　安全・安心な農産物生産につい
てGAP手法（農業生産工程管理
手法）の研修会を開催し、理解促
進を図った。

１回：156人
農産園
芸課

きのこ栽培の技術向上
に向けたセミナー、講習
会等

　ＧＡＰ手法の先進事例について
学ぶことで、安全・安心なきのこづ
くりに自発的に取り組むきっかけと
した。

27回 林政課

④
トレーサビリティの導入支
援と普及啓発

トレーサビリティ導入生
産段階支援事業

　トレーサビリティシステム導入の
ために必要なデータベースの構
築、情報関連機器等の整備を支
援した。(H17：１ＪＡ)

水稲栽培管理記
録簿をデータ
ベース化した農家
数：438戸（100％）

食品・
流通課

施策２　安全で安心な畜産物の提供の推進

①
家畜伝染病予防法で定
められた飼養衛生管理基
準の遵守状況調査・指導

家畜伝染病防疫対応強
化推進事業

　農場を巡回し、飼養衛生管理基
準の遵守状況調査・指導を行っ
た。

836農場
遵守割合100%

畜産課 C1

②
ＨＡＣＣＰ方式導入のため
の啓発・指導、導入農場
の認定

畜産安心ブランド推進
事業

　ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理の
導入を促進し、導入した農場を安
心農場として認定した。

認定農場：
　266農場

畜産課 A3

③
家畜伝染病の検査、監視
及び防疫体制の整備

ＢＳＥ検査・清浄化推進
事業

　24か月齢以上の死亡牛全頭の
ＢＳＥ検査を実施した。

841頭
実施率100%

畜産課 C2

④

牛肉トレーサビリティ法に
基づく生産履歴情報管理
システムの円滑な運用に
向けた協力

牛肉の生産履歴等情報
提供の推進

　H15年度に、牛肉の情報公開シ
ステムの導入を支援した。
　導入以降、H22年度も全農にい
がたのホームページを通じて生産
履歴等の情報公開システムを運
用した。

情報開示数
JA：18ＪＡ
生産者：106名
頭数：1,120頭

食品・
流通課

⑤
豚肉の生産履歴情報の
開示の推進

豚肉の生産履歴等情報
提供の推進

　H16年度に、豚肉の生産履歴情
報を消費者からの問い合わせに
対して提供するシステムの導入を
支援した。
　導入以降、H22年度も生産履歴
情報の提供システムを運用した。

取組生産者
JA：6ＪＡ
生産者：37名

食品・
流通課

回数・人数など

にいがた食の安全・安心基本計画　施策の取組状況

県の取組 事業等 内容
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課
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施策３　安全で安心な水産物の提供の推進

①
鮮度・衛生管理対策につ
いての啓発・指導

講習会、巡回指導等
　漁業関係者に対する情報提供と
技術指導を実施した。

17漁協 水産課

②
高度な鮮度・衛生管理施
設の導入に対する支援

漁業経営構造改善事業

　漁業協同組合による、高度な衛
生管理に対応した荷捌き所整備
に対し支援した。
（20・21年度：新潟）

9箇所 水産課 A4

③ 衛生管理型漁港の整備
水産物流通機能高度化
対策事業

　防暑施設の詳細設計（能生漁
港）、清浄海水導入施設・汚水浄
化施設の基本設計（両津漁港）を
行った。

2港 漁港課 A5

施策４　安全で安心な加工食品の提供の推進

①
各種講習会や機関紙等
による食品衛生知識の指
導・普及

営業者向け衛生講習会
の開催、講師派遣

　食品関連事業者への食品衛生
知識の普及のため、衛生講習会
の開催や講師派遣を行った。

323回
15,558人

生活衛
生課

B1

営業者団体機関紙等に
よる普及啓発

　営業者団体の機関紙等に、食
品衛生に関する記事を寄稿し、正
しい知識の普及啓発を図った。

7回
（食品衛生協会
等）

生活衛
生課

B1

②
新潟県食品衛生監視指
導計画に基づく監視指導

食品衛生監視指導計画
に基づく監視指導

　計画に基づき、食品関連事業者
の監視指導を実施した。

延べ41,219回
生活衛
生課

B1

③
ＨＡＣＣＰの考え方を取り
入れた衛生管理手法の
普及

新潟県版HACCP認定
事業の検討

　制度構築に向け、内部検討を
行った。

引き続き検討
生活衛
生課

A6
A7

④
総合衛生管理製造過程
の導入指導

総合衛生管理製造過程
の導入指導

　通常監視に併せ、指導を実施し
た。

保健所で指導
生活衛
生課

施策５　添加物、農薬、動物用医薬品、飼料の適正使用の徹底

①
添加物、農薬、動物用医
薬品、飼料の適正使用の
指導

(1)添加物の適正使用の
指導

食品衛生監視指導計画
に基づく監視指導(再
掲）

　計画に基づき、食品関連事業者
の監視指導を実施した。

延べ41,219回
生活衛
生課

B2

(2)農薬の適正使用の指
導

植物防疫事業
　農薬販売・使用者等に対し、研
修会を開催し、農薬の適正使用
等を指導した。

12回：1,212人
農産園
芸課

C4

(3)動物用医薬品の適正
使用の指導

動物用医薬品の危機管
理

　農場を巡回し、動物用医薬品の
適正使用と医薬品使用簿の記帳
を指導した。

836農場
遵守割合99.8%

畜産課 C3

(4)飼料の適正使用の指
導

飼料の安全性確保
　農場を巡回し、飼料の適正使用
と飼料管理簿の記帳を指導した。

836農場
巡回割合100%

畜産課

②
食品衛生監視指導計画
に基づく行政検査の実施

食品衛生監視指導計画
に基づく行政検査

　市場流通食品等について、添加
物や農薬、動物用医薬品等の検
査を実施した。

2,080検体
生活衛
生課

B2

③ 自主的な検査の推進 自主検査の推進
　(社)新潟県食品衛生協会と協力
し、食品関連事業者が自主的に
製品検査を行うよう指導した。

7,248検体
23,237件
（新潟県食品衛生
協会まとめ）

生活衛
生課

県の取組

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

事業等
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施策６　遺伝子組換え作物の他の作物との交雑・混入の防止

①

栽培基準などの遵守事
項の徹底と立入検査の実
施による、適切な交雑混
入防止措置の確保

栽培基準等の遵守の徹
底

　遺伝子組換え作物の栽培・研究
の計画、動きもなく、実施せず。

農業総
務課

②
交雑混入防止措置を含
む栽培計画や栽培状況
などの情報の提供

県民への情報提供
　遺伝子組換え作物の栽培・研究
の計画、動きもなく、実施せず。

農業総
務課

施策７　一貫した監視等の実施

①
農薬、動物用医薬品、飼
料の適正使用の指導

(1)農薬の適正使用の指
導 （一部再掲）

植物防疫事業
(再掲)

　農薬販売・使用者等に対し、研
修会を開催し、農薬の適正使用
等を指導した。

12回：1,212人
農産園
芸課

C4

(2)動物用医薬品の適正
使用の指導（再掲）

動物用医薬品の危機管
理

　農場を巡回し、動物用医薬品の
適正使用と医薬品使用簿の記帳
を指導した。

836農場
遵守割合99.8%

畜産課 C3

(3)飼料の適正使用の指
導（再掲）

飼料の安全性確保
　農場を巡回し、飼料の適正使用
と飼料管理簿の記帳を指導した。

836農場
巡回割合100%

畜産課

②
新潟県食品衛生監視指
導計画に基づく監視指導
の実施

食品衛生監視指導計画
に基づく監視指導(再
掲）

　計画に基づき、食品関連事業者
の監視指導を実施した。

延べ41,219回
生活衛
生課

B1

③
新潟県食品衛生監視指
導計画に基づく行政検査
の実施

食品衛生監視指導計画
に基づく行政検査(再
掲）

　市場流通食品等について、添加
物や農薬、微生物、アレルギー物
質等の検査を実施した。

2,080検体
生活衛
生課

B2

④

と畜場、食鳥処理場にお
ける適正な食肉衛生検
査、ＢＳＥスクリーニング検
査、食鳥肉検査の実施

食品衛生監視指導計画
に基づく食肉衛生検
査、BSE検査

　計画に基づき、法に定められた
と畜検査、食鳥検査を適正に実施
した。
　また、新潟県産牛の信頼確保の
ため、BSEスクリーニング検査を全
頭実施した。

・と畜検査数：
　183,924頭
・食鳥検査数：
　10,314,591羽
・BSE検査数：
　2,242頭

生活衛
生課

施策８　食品等の適正な表示の徹底

①
各種講習会、説明会、セ
ミナーなどによる正しい表
示知識の普及啓発

営業者向け衛生講習会
の開催、講師派遣(再
掲)

　食品関連事業者に対し食品表
示等の知識の普及のため、衛生
講習会や講師派遣を行った。

323回
15,558人

生活衛
生課

食品表示セミナーの開
催

　消費者の食品表示に対する理
解を高めるためセミナーを開催し
た。

88人
食品・
流通課

栄養表示関係普及啓発
　健康増進法に基づく栄養表示に
ついて、講習会等を行い、普及を
図った。

延べ67回
1,099人

健康対
策課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課
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②
広報誌や関係団体機関
紙などによる正しい表示
知識の普及啓発

食品衛生責任者実務講
習会テキストの作成

　食品衛生協会が食品衛生責任
者を対象に行う実務講習会に用
いるテキストに食品表示の内容を
盛り込み、知識の普及を図った。

4,003人が受講
生活衛
生課

C5

食の安全・安心講演会
の開催

　身近な食品の表示や安全性に
ついての講演会を開催し、食品表
示等に対する消費者への啓発を
行った。
（新潟県生活協同組合連合会へ
の委託事業）

上中下越３会場で
実施
575人が参加

消費者
行政課

③
食品表示に関する相談
窓口の設置による普及啓
発

食品表示に関する相談
窓口の設置

　消費者、事業者双方からの食品
表示に対応する相談窓口を設置
し相談に応じた。

・本庁：4
・農林振興部：14
・保健所：12
・県消費生活ｾﾝﾀｰ
・（新潟市保健所）

生活衛
生、食品･
流通、消
費者行

政、健康
対策

④
不適切な食品表示につ
いての改善指導

食品衛生法に基づく食
品表示の改善指導

　監視や通報で判明した不適切な
食品表示については、改善指導
を行い、公表基準に従って食品衛
生法違反者として公表した。

公表2件
（漬物等）

生活衛
生課

B2

ＪＡＳ法に基づく表示の
改善指示

０件
食品・
流通課

栄養表示関係相談指導
（不適正表示の改善指
導）

　健康増進法に基づく栄養表示に
ついて、不適正表示への改善指
導を行った。

不適正表示改善
指導　延べ６件

健康対
策課

景品表示法に基づく不
当表示の改善指導

景品表示法に基づき、食品の不
当表示について改善指示を行っ
た。

指示（公表）３件
消費者
行政課

⑤
販売店等における食品表
示の点検指導、監視の実
施

〈食品衛生法〉
食品衛生監視指導計画
に基づく監視指導(再
掲）

　計画に基づき、食品関連事業者
の監視指導を実施した。

延べ41,219回
うち広域流通食品
製造施設：
　2,210回

生活衛
生課

C6

〈JAS法〉
各地域機関が策定する
巡回点検指導計画に基
づく点検指導

　計画に基づき、食品販売店等で
ＪＡＳ法に基づく食品の品質表示
の点検指導を実施した。

223店舗
食品・
流通課

食品表示ウォッチャーに
よる表示調査

県民から公募した食品表示ウォッ
チャーから、食品販売店での表示
状況について調査いただいた。

調査店舗数
1,198店舗

食品・
流通課

C7

新潟米モニターの設置

　首都圏で販売されている新潟県
産コシヒカリを対象に、品質の調
査と併せ、表示状況に関する調査
を行った。

20人
食品・
流通課

⑥
外食での牛肉の原産地
表示の推進

外食での原材料原産地
表示取組宣言店制度

　県の指針に基づき、外食事業者
が自主基準を設定し牛肉の原産
地表示に取組むことを促進した。

34事業者75店
食品・
流通課
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施策９　危機管理体制の整備

①

食品関連事業者に対す
る、危機管理体制の整備
や事故発生時の対応の
啓発

営業者向け衛生講習会
の開催、講師派遣(再
掲)

　食品関連事業者への食品衛生
知識の普及のため、衛生講習会
の開催や講師派遣を行った。

323回
15,558人

生活衛
生課

②
食品等に起因する健康
被害事例の適切な調査と
被害拡大防止指導

・食中毒調査
・不良食品調査

　食品等に起因する健康被害事
例が発生した場合、関係機関と連
携し、迅速かつ的確に調査を行う
とともに被害拡大防止を図った。

・食中毒事件：23件
（県対応：15件、新
潟市対応：8件）

・うち原因食品が判
明した事件：20件
（県対応：13件、新
潟市対応：7件）

生活衛
生課

B1

③
消費生活センター等の苦
情相談窓口機関との連携
強化

苦情相談窓口の連携強
化

　健康被害のおそれのある食品に
ついての苦情は、保健所等専門
機関へあっせん又は情報提供す
るようにした。

県センター受付件
数：10件
（うち保健所あっ
せん１件）

消費者
行政課

④
緊急事態発生時の迅速
な公表の実施

緊急事態発生時の迅速
な公表

　健康危機発生時等には、県民に
速やかに周知するため、プレスリ
リースを行うとともに、県ホーム
ページに情報を掲載した。

食中毒事件公表：
13件
※H22年、新潟市
を除く県内

生活衛
生課

⑤
緊急時の検査支援体制
の検討

民間検査機関との情報
交換等

　民間検査機関団体に検査業務
に関する国からの情報を提供し
た。

生活衛
生課

⑥
健康危機管理対応演習
の実施

健康危機管理対応演習
の実施

　保健所の担当職員を対象に健
康危機管理対応演習を実施し、
職員のスキルアップを図った。

1回
生活衛
生課

C8

施策１０　研究開発の推進

①
食品中の残留農薬一斉
分析法の研究開発

食品中の残留農薬一斉
分析法の研究開発

　国と協力し、残留農薬の一斉分
析法の研究開発に取り組んだ。

検査可能な農薬・
動物用医薬品数：
約400種

生活衛
生課

A8

②
食中毒・感染症病因物質
の迅速分析法の開発

食中毒・感染症病因物
質の迅速分析法の開発

・病原大腸菌のより迅速な検査手
法について検討した。
・表面が汚染された食品やふきと
り検体からのノロウイルスの検出法
について検討した。

生活衛
生課

③

品種改良や生物的・物理
的・耕種的防除法を活用
した安全・安心な農作物
生産技術の開発

地域ニーズ先端技術開
発

　コシヒカリBLの利用技術など化
学合成農薬を低減するための技
術開発等に取り組んだ。

研究課題数
10課題

農業総
務課

④
有害土壌汚染物質（土壌
中の残留農薬等）の除
去、吸収抑制技術の開発

地域ニーズ先端技術開
発

　土壌中の有害土壌汚染物質の
除去技術や吸収しにくくする土壌
管理技術の開発等に取り組んだ。

研究課題数
１課題

農業総
務課

⑤
生鮮水産物の鮮度の保
持に必要な技術の開発

鮮度管理手法検討開発
事業

　高鮮度を維持できる鮮度管理手
法の確立に向けた開発研究に取
り組んだ。

水産課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

C9
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視点2　食の安全・安心を育む信頼関係の確立　～知る安心～

施策１１　県からの情報発信の強化

①
県ホームページによる情
報提供

にいがた食の安全イン
フォメーションホーム
ページ

　県ホームページを活用し、食の
安全・安心に関する情報をタイム
リーに提供した。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ
･･･47,394件

生活衛
生課

A9
A12

②
メールマガジン登
録：863人

生活衛
生課

A10
A12

マスメディアを活
用した広報
・新聞13回
・テレビ5回
・ラジオ1回

生活衛
生課

A12

　営業者団体の機関紙等に、食
品衛生に関する記事を寄稿し、正
しい知識の普及啓発を図った。

7回
（食品衛生協会
等）

生活衛
生課

A12

③
食品関連事業者等への
チラシ配布、ファックス送
信による情報提供

ノロウイルス情報、腸炎
ビブリオ情報の定期的
な配信

　冬期にノロウイルス情報、夏期に
腸炎ビブリオ情報を作成し、メー
ル、FAXなどにより関係者にタイム
リーな情報を配信した。

流行期に隔週で
配信

生活衛
生課

A12

④
食品販売店や飲食店を
活用した消費者への情報
提供

店頭掲示板による情報
提供

　スーパーマーケット等の協力を
得て店頭に掲示板「にいがた食の
安全インフォメーション」を設置し、
食の安全・安心に関する情報をタ
イムリーに提供した。

協力店206店
生活衛
生課

A12

⑤
出前講座等の講習会に
よる情報提供

出前講座等の講習会の
実施

　消費者向けに食の安全・安心に
関する講習を行った。

78回、4,395人
生活衛
生課

A11
A12

施策１２　食品関連事業者から消費者への情報提供の推進

①

自主基準の設定・公開制
度を活用した、食品関連
事業者の情報公開の推
進

外食での原材料原産地
表示取組宣言店制度
（再掲）

　県の指針に基づき、外食事業者
が自主基準を設定し牛肉の原産
地表示に取組むことを促進した。

34事業者75店
食品・
流通課

②
健康づくりに寄与する取
組を行っている飲食店等
の情報提供

健康づくり支援店ホーム
ページ掲載

　健康にいがた21ホームページに
健康づくり支援店の紹介を行っ
た。

1,511店
（H23.3末現在）

健康対
策課

A13

③
消費者の見学を受け入
れている製造所等食品関
連事業者の情報提供

食について学べる施設
等のホームページでの
紹介

　食について学べる県内の施設
及び消費者の見学を受け入れて
いる食品メーカーの検索窓口を
ホームページに掲載した。

ホームページ掲
載中

生活衛
生課

④
県ホームページを活用し
た自主回収情報の公開

食品回収情報の提供支
援事業

　事業者からの自主回収報告に
基づき、県ホームページに自主回
収情報を掲載し、情報提供を支援
した。

12件
生活衛
生課

⑤
トレーサビリティシステム
に基づく消費者への情報
提供

米、園芸品目の生産履
歴等情報提供の推進

　H16年度に、生産履歴情報開示
システムの導入を支援した。
　導入以降、H22年度も全農にい
がたのホームページで生産履歴
情報を開示した。

全農HPでの情報
開示
　米：全26JA
　園芸：14JA
  のべ57品目

食品・
流通課

⑥
農業体験を通じた消費者
への情報提供

おいでよ新潟！子ども
体験活動受入拡大支援

　子どもたちを受け入れるための
体制整備や体験メニューの開発
等の取組を通じて新たな受入地
域づくりを推進した。

7地区
地域農
政推進
課

A14

広報媒体を活用した県
民への情報提供

テレビ、新聞や県の広報
紙など県の広報媒体や
市町村広報紙、関係団体
の機関紙などを活用した
情報提供

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

　メールマガジン、新聞、広報紙な
ど県の広報媒体により情報提供を
行った。
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施策１３　消費者、食品関連事業者、県の相互理解の推進

①
消費者、食品関連事業
者、県の相互理解をすす
めるイベント等の開催

食の安全・安心意見交
換会

　食の安全・安心に関するテーマ
で、消費者、事業者、行政による
意見交換会を開催した。

19会場、
延べ4,107人参加

生活衛
生課

A15

②
にいがた食の安全・安心
審議会の開催

にいがた食の安全・安
心審議会

　にいがた食の安全・安心条例及
び基本計画の見直しと、基本計画
の進捗状況の点検等を行った。

1回開催
生活衛
生課

C10

③
関係団体が行う相互理解
の取組の支援

食品関係団体が行う講
習会等への講師派遣

　食品関係団体が行う講習会等に
職員を講師として派遣した。

323回
15,558人

生活衛
生課

④
消費者が自ら行う食の安
全・安心に関する取組に
対する支援

消費者向け講習会等へ
の講師派遣

　消費者向け講習会等に職員を
講師として派遣した。

78回、4,395人
生活衛
生課

施策１４　自主基準の設定及び公開の推進

①
自主基準の設定・公開制
度の創設、普及  （再掲）

②
外食での牛肉の原産地
表示の推進  （再掲）

施策１５　食育を通じた食の安全・安心に対する理解の推進

①
食の安全・安心に関する
知識の普及

調理師再教育事業
　県調理師会に委託し、県内調理
師への講習として食品衛生学を講
義した。

延べ13会場
359人

健康対
策課

A16

②
食育を通じた本県農林水
産業に対する理解の推
進

学校給食における地場
産農林水産物の使用食
品数調査

　地場産農林水産物の使用食品
数を食材数ベースで調査した。

抽出：10校
10回／年

保健体
育課

A16
A18

学校給食における県産
野菜利用拡大検討会

　県産野菜の流通を促進するた
め、県産がより使用し易い体制づ
くりについて検討

20市町村

保健体
育課
食品・
流通課

A16
A18

ごはん食推進講演会

　米を中心としたバランスの良い
日本型食生活等の重要性につい
て理解促進を図るため、県内の児
童等を持つ保護者を対象に、ごは
ん食の推進を内容とする講演会
等を支援した。

18回
延べ900人

食品・
流通課

A16

水産業に対する理解の
促進

　漁業者や漁業関係団体が開催
する「さかなまつり」等のイベント及
び水産教室、料理教室について、
支援・協力を行った。

延べ81回 水産課 A16

施策１６　食の安全・安心に係る施策の申出制度の普及

①
施策の申出の受付窓口
や制度の周知

施策の申出の受付窓口
や制度の周知

　施策の申出制度をホームページ
で紹介

生活衛
生課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容
関連す
る指標

担当課

外食での原材料原産地
表示取組宣言店制度
（再掲）

　県の指針に基づき、外食事業者
が自主基準を設定し牛肉の原産
地表示に取組むことを促進した。
（再掲）

34事業者75店
食品・
流通課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

回数・人数など
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施策１７　食に起因する危害情報の申出制度の普及

①
危害情報の申出の受付
窓口や制度の周知

危害情報の申出の受付
窓口や制度の周知

　危害情報の申出制度をホーム
ページで紹介

生活衛
生課

施策１８　国や他の自治体との協力体制の整備

①
国への協力要請、食の安
全・安心に関する施策の
提言

国への提言
　食肉類による食中毒予防対策な
ど全国の自治体とともに国に要望
書の提出を実施した。

生活衛
生課

②
全国食品安全自治ネット
ワークへの参加、活用

全国食品安全自治ネッ
トワークへの参加

　ネットワークを通じて緊密な情報
交換を実施した。

11月（東京都）
生活衛
生課

③ 県内市町村との連携強化
電子メールによる市町
村との情報ネットワーク
の構築

　「ノロウイルス情報」を市町村に
電子メールで配信することにより、
住民への情報提供で市町村と連
携を図った。

ノロウイルス情報
11回（流行シーズ
ン）

生活衛
生課

施策１９　食の安全・安心に係る人材の育成

①
食品衛生指導員の養成
及び継続教育

食品衛生指導員の養成
及び継続教育

　(社)新潟県食品衛生協会に協
力し、指導員の養成講習及び継
続教育を実施した。

30回、2,223人
生活衛
生課

②
にいがた食の安全・安心
サポーターの設置

にいがた食の安全・安
心サポーター設置事業

　食に関する高度な知識のある方
を食の安全・安心サポーターとし
て委嘱し、正しい知識の普及に協
力いただいた。

サポーター
33人委嘱

生活衛
生課

C11

③
食品衛生監視員のＨＡＣ
ＣＰに関する指導力強化

食品衛生監視員の
HACCP研修

　民間や国が開催するHACCP指
導者養成講習に職員を派遣し、
他の監視員へ伝達講習を実施し
た。

職員1人派遣
（関東信越厚生
局）

生活衛
生課

A19

④
農薬管理指導士の確保・
育成

植物防疫事業
　適切な農薬販売・使用に関する
知識を有する者として「農薬管理
指導士」を養成した。

認定者数：
　4,188人

農産園
芸課

A20

⑤
食育ボランティアの登録・
育成及び活動支援

食育ボランティアの登録

  食育ボランティアの募集、登録を
行い、名簿を作成した。県内の小
学校・公民館など、関係機関に配
布し、その活動実績をとりまとめ
た。

登録数
個人125人、
10団体(1,587人)

食品・
流通課

A17

施策２０　環境保全に配慮した事業活動の推進

①
環境保全型農業の推進
（再掲）

にいがたクリーンランド
戦略事業（再掲）

・農薬や化学肥料を低減した特別
栽培農産物等の取組・生産等を
拡大した。
・エコファーマーの認定を促進し
た。

特別栽培農産物等
面積：65,848ha
エコファーマー認定
者数：15,115人

農産園
芸課

A1
A2

②
家畜排せつ物法の遵守
状況の巡回調査などによ
る監視、指導

畜産環境保全推進対策
事業

　苦情発生状況調査、家畜排せ
つ物管理状況調査、家畜排せつ
物の適正管理指導を行った。

14地域
遵守割合100%

畜産課 C12

③
食品関連事業者の適正
な廃棄物処理、排水処理
等の推進

適正な廃棄物・排水処
理の推進

　営業許可時や監視指導にあた
り、廃棄物や排水の適正処理につ
いて併せて指導した。

随時
生活衛
生課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課

県の取組 事業等 内容 回数・人数など
関連す
る指標

担当課
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にいがた食の安全・安心基本計画　指標一覧

成果指標

基準値 実 績 実 績 〔a〕 目 標 〔b〕 [a]

（平成18年） （平成20年） （平成22年） （平成24年） [b]

県　内 42.3% 40.1% 48.6% 50%以上 生活衛
生課

―

首都圏 42.9% 47.5% 52.6% 50%以上 生活衛
生課

―

取組指標

○今後、伸ばすべき取組指標（数値が増加することで食の安全・安心が進みます）

基準値 実 績 実 績 〔a〕 目 標 〔b〕 [a]

（平成18年） （平成20年） （平成22年） （平成24年） [b]

A1 16,064ha 53,147ha 65,848ha 55,000ha
農産園
芸課

1,20

A2 3,846人 11,751人 15,115人
16,000人

※１
農産園
芸課

1,20

A3 142戸 216戸 266戸
290戸
※２

畜産課 2

A4 4箇所 6箇所 9箇所 8箇所 水産課 3

A5 1港 2港 2港 2港 漁港課 3

A6 0人 0人 0人 300人
生活衛
生課

4

A7 0施設 0施設 0施設 50施設
生活衛
生課

4

A8 約300種 370 370 400種以上
生活衛
生課

10

A9 24,269 48,562 47,394
50,000
※３

生活衛
生課

11,15

A10 197人 437人 863人 3,000人
生活衛
生課

11

A11 1回 10回 8回 20回
生活衛
生課

11

A12 23.6% 24.9% 29.6% 50.0%
生活衛
生課

11,15

A13 874店　※４ 1194店 1,511店 1,700店以上
健康対
策課

12,15

A14
87,418人・日

(平成16年)※５
144,426人・日 193,786人・日

200,000人・日
※６

地域農
政推進

課
12,15

A15 4回 10回 19回 14回
生活衛
生課

13

A16 59.8% 54.3% ― 90%以上
健康対
策課

15

A17 165人 150人
個人：125人
団体：10団体

(1,587人)

200人
※７

食品・流
通課

15,19

A18
27.1% ※８

(平成16年）
31.1% 36.9%

30.0%
※９

保健体
育課

15

　【参考】県内販売農家数：66,601戸 (H22.2.1）

ＨＡＣＣＰ方式導入畜産農場の認定数
（延べ戸数）

ＨＡＣＣＰ普及講習会受講者数（延べ数）

検査可能な農薬・動物用医薬品数

メールマガジン「いただきます！にいがた食
の安全・安心通信」配信登録者数

健康づくり支援店指定数

項　目 (%) 担当課
関連す
る施策

食の安全確保の取組が十分に行われて
いると感じる県内外の住民の割合

97.2

105.2

No

特別栽培農産物等面積 119.7

関連す
る施策

担当課

エコファーマー認定者数 94.5

項　目 (%)

　【参考】県内耕地面積（田畑計）：174,400ha (H22.7.15)

91.7

高度な鮮度・衛生管理施設導入荷捌き所数 112.5

衛生管理型漁港の整備着手港数 100.0

-

　【参考】県内漁港数：64

ＨＡＣＣＰを取り入れた衛生管理手法につい
て県の認定を受けている食品営業施設数

-

92.5

　【参考】県内の許可施設数（製造業）：6,954 （H21年度）

県ホームページ「食の安全インフォメーショ
ン」年間閲覧数

94.8

28.8

食の安全・安心出前講座開催数 40.0

県から食の安全・安心についての情報が十
分に提供されていると感じる県民の割合

59.2

88.9

学童等体験活動参加者数（修学旅行や総合
学習等で体験交流に参加した小中学生の数）

96.9

　【参考】支援店の対象施設数：27,217　(H21福祉保健年報）

123.0

県民意見交換会の開催回数 135.7

食育に関心を持つ県民の割合

学校給食における地場産農林水産物の使
用割合

　【参考】県内荷捌き施設保有漁港数：25 （H22年度）

食育ボランティア登録数 856.0



A19 89% 88% 83% 100%
生活衛
生課

19

A20
3,973人

（平成20年）
3,973人 4,188人 4,300人

農産園
芸課

19

※１ 計画途中で目標を「4,400人」から「16,000人」に上方修正しました。

※２ 計画途中で目標を「150戸」から「290戸」に上方修正しました。

※３ 計画途中で目標を「30,000件」から「50,000件」に上方修正しました。

※４ 平成19年3月要領一部改正

※５ 事業開始時点の平成16年を基準としています。

※６ 計画途中で目標を「130,000人・日」から「200,000人・日」に上方修正しました。

※７ 目標値達成後は現状値以上を目指す。

※８ 事業開始時点の平成16年を基準としています。この調査の対象月は6月と11月です。

※９ 目標値達成後は現状値以上を目指す。使用割合は総食材数ベースで算出。

○今後、減少させる取組指標（数値が減少することで食の安全・安心が進みます）

基準値 実 績 実 績 〔a〕 目 標 〔b〕 [a]

（平成18年） （平成20年） （平成22年） （平成24年） [b]

B1 24.5人※１ 30.0人
23.1人
※２

20人以下
生活衛
生課

4,7

B2 0.74% 0.50% 0.34% 0.6%
生活衛
生課

5,7

※１ この数値は過去５年間（平成14年～18年）の平均値です。

※２ 平成22年県内食中毒発生件数：23件、うち原因食品が判明した件数：20件 100%以下が達成となる。

○今後、維持する取組指標（現行の取組を維持することで食の安全・安心が維持されます）

基準値 実 績 実 績 〔a〕 目 標 〔b〕 [a]

（平成18年） （平成20年） （平成22年） （平成24年） [b]

C1 100% 100% 100% 100% 畜産課 2

C2 100% 100% 100% 100% 畜産課 2

C3 99.7% 99.9% 99.8% 100.0% 畜産課 5,7

C4
1,272人

(平成20年）
1,272人 1,212人 1,200人

農産園
芸課

5,7

C5 96% 97% 98.8% 100%
生活衛
生課

5,8

C6 2,028回 2,125回 2,210回 2,300回
生活衛
生課

8

C7 990店舗 1,137店舗 1,198店舗 990店舗
食品・流

通課
8

　【参考】対象店舗数：9,614　　H19商業統計表（経済産業省）　飲食料品小売業等事業所数

C8 1回 1回 1回 1回
生活衛
生課

9

C9 11課題 11課題 11課題 11課題
農業総
務課

10

C10 4回 1回 1回 3回
生活衛
生課

13

C11 34人 34人 33人 40人
生活衛
生課

19

C12 100% 100% 100% 100% 畜産課 20

《内訳》 米・牛乳：100%、肉類：57.0%、砂糖・油・種実類を除く食品：44.0%、野菜（いも類除く）：47.5%、水産物：4.0%

　【参考】対象施設数：1,148 （H22年度）

No 項　目 (%)

食品衛生監視員のＨＡＣＣＰ研修受講率 83.0

農薬管理指導士認定者数 97.4

関連す
る施策

担当課

県内の食中毒罹患率（人口10万人当たりの
食中毒患者届出人数）

115.5

食品衛生法に基づく規格基準検査違反率 56.7

No 項　目 (%)
関連す
る施策

担当課

↓

飼養衛生管理基準の遵守農場割合 100.0

２４か月齢以上の死亡牛のＢＳＥ検査実施
率

100.0

96.1

農家巡回による動物用医薬品の適正使用
（遵守農場割合）

99.8

農薬販売店等に対する講習会受講者数 101.0

食品衛生責任者実務講習会受講率（県所
管分）

98.8

広域流通食品製造施設監視数

家畜排せつ物法を遵守している生産者の割
合

100.0

環境保全型農業の推進に向けて取り組む
研究課題数

100.0

にいがた食の安全・安心審議会の開催回数 33.3

にいがた食の安全・安心サポーター数 82.5

食品表示ウォッチャーによる調査店舗数 121.0

健康危機管理対応演習実施回数 100.0



食品の放射性物質検査について 

 
１ 検査体制 
（１）検査機関：   県放射線監視センター、（一部の検査は民間検査機関） 
（２）検体採取機関： 12 地域振興局（農・畜産物）、水産課（水産物）、その他 
（３）検体採取先：  県内の卸売市場、小売店、生産者団体等 
（４）検査法：    ゲルマニウム半導体検出器を用いる方法 

新潟県放射線監視センター 検体の前処理 

ゲルマニウム半導体検出器による測定 検査結果の解析  
 

２ 当県による検査の特徴 
（１）全国自治体の中でも、多くの検査を実施している。（9/30 までに 2,500 検体） 

自治体主体で実施した検査の実績（9/30 時点 厚生労働省把握分）： 
検査数が多い主な県：山形県 3,408 検体、茨城県 3,090 検体、宮城県 1,901 検体 

 
（２）県内産だけでなく、県外からの流通品を多く検査している。 

多くの自治体が自県産を主に検査する中、当県は 9/30 までに県外産 1,062 検体を検査。 
他県産を多く検査している東京都でも 409 検体（9/30 時点 厚生労働省把握分） 

 
（３）牛肉の全頭検査を「ゲルマニウム半導体検出器」により精密に行っている。 

栃木・群馬県が「NaI ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀ」を用いた方法で全頭検査を行っている

のに対し、当県では「ゲルマニウム半導体検出器」を用いてより精密に行っている。 
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３ 食品の放射性物質検査計画（8/22 改定、県ホームページに公開） 
 

区分 品目 産地 検体数 品目の詳細 

県内 ４検体×毎日 
＝週 28 検体 

 県内で生産された野菜類（注①）

 新潟県を６区域（注②）に分け、各区域

の産物を週１回以上検査する。 
野菜類 

県外 ４検体×毎日 
＝週 28 検体 

 対象産地（注③）で生産され、県内流通

している野菜類（注①）

農
産
物 

米 県内 ― 

県内で生産された 23 年産玄米 
１ 対象市町村 

県内全市町村 
（水稲作付のない粟島浦村を除く）

２  検査点数 
  ・早生品種を対象に県内 45 点程度 

（市町村ごとに１から数点） 
・中生品種を対象に県内 29 点程度 
（市町村ごとに１点） 

県内 週２検体 県内で搾乳された原乳 
乳・ 
乳製品 

県外 週５検体  対象産地（注③）で製造され、県内流通

している乳・乳製品 

全頭（牛） 
県内で飼育され、県内のと畜場に出荷さ

れた全ての牛の肉 
（平成 23 年 7 月 28 日から当分の間）県内 

週２検体 県内で生産された豚肉、鶏肉、鶏卵 

畜
産
物 

肉・卵 

県外 週３検体 対象産地（注③）で生産され、県内流通し

ている豚肉、牛肉、鶏肉、鶏卵 

県内 週２検体 県内で水揚げされた魚介類 
水
産
物 

魚介類 
県外 週２検体 東日本太平洋側で水揚げされ、県内流通

している魚介類 

注①）野菜類： 
 暫定規制値超過があった品目及び国民の摂取量が多い品目を含め、根菜・芋類・果実

等の幅広い品目を対象とする。 
注②）６区域： 

下越（新発田、村上、阿賀野、胎内、聖籠、関川、粟島浦）、新潟（新潟、燕、五泉、弥彦、阿賀）、

中越（長岡、三条、柏崎、加茂、見附、田上、出雲崎、刈羽）、魚沼（小千谷、十日町、魚沼、南魚沼、

湯沢、津南）、上越（糸魚川、妙高、上越）、佐渡（佐渡） 
注③）対象産地： 
 原子力災害対策特別措置法に基づく農畜水産物の出荷制限指示を受けたことのある県

を優先し、その隣接都県を含めた産地を対象とする。 
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４ 検査の実績（3/18～9/30） 
 

県外産 県内産 
  

検査数 検出数 
規制値 
超過 

検出値 ［Bq/kg］ 検査数 検出数
規制値 
超過 

検出値 ［Bq/kg］

農産物 

（注①） 
764 150 1 

○ヨウ素 4.9～670 
○ｾｼｳﾑ 3.4～376 
○規制値超過 
 ・ｾｼｳﾑ 1,110 
  （5/12 茨城ﾊﾟｾﾘ）

850 7 0 
○ヨウ素 6.6 

○ｾｼｳﾑ 15～60 

乳・乳製品 
（注②） 

109 6 0 ○ｾｼｳﾑ 6.5～23 53 2 0 
○ｾｼｳﾑ 0.026 

○ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ 0.02

食肉 

（牛･豚・鶏） 
109 29 2 

○ヨウ素 11～16 
○ｾｼｳﾑ 3.3～330 
○規制値超過 
 ・ｾｼｳﾑ 730 
  （8/6 栃木牛肉） 
 ・ｾｼｳﾑ 570 
  （9/1 福島牛肉） 

482 34 0 ○ｾｼｳﾑ 6～370 

鶏卵 2 0 0  18 0 0  

水産物 
（注③） 

78 30 0 ○ｾｼｳﾑ 3.3～38 35 7 0 
○ｾｼｳﾑ  

0.73～49 

計 1,062 215 3  1,438 50 0  

 
注①）農産物の内訳 
・葉菜・茎菜類 680 品（ほうれんそう、小松菜、キャベツ、ねぎ等） 
・果菜・花菜類 457 品（きゅうり、なす、トマト、ブロッコリー等） 
・根菜・いも類 126 品（だいこん、にんじん、さつまいも、じゃがいも等） 
・果物類    181 品（いちご、ぶどう、なし、メロン等） 
・穀類     102 品（米、とうもろこし、大麦） 
・きのこ類    33 品（しいたけ、えのきたけ、ぶなしめじ等） 
・その他     35 品（豆類、茶、山菜） 

 
注②）乳・乳製品の内訳 
  原乳、牛乳、ヨーグルト、チーズ等 
 
注③）水産物の内訳 

カツオ、アジ、ブリ、ヒラメ等 （原則として可食部と内臓部をそれぞれ検査） 
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５ 検査結果等の公表 
 
（１）報道機関に公表（毎日発表） 
（２）県ホームページに掲載（毎日更新） 
（３）店頭掲示板、県機関紙（随時掲載） 
 
 
 ホームページ「にいがた食の安全インフォメーション」トップ 

 http://www.fureaikan.net/syokuinfo/ 

 
 
 
 
 

農産物等の検査結果のページ 
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新潟県内で飼育・と畜された牛の肉の検査結果を個体識別番号から検索できるページ 

新潟県産米の検査結果のページ 

携帯電話向けの新潟県ホームページ（例：水産物の検査結果） 
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